
  
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
佐

賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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佐
賀
県
規
則
第
六
号 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る 

法
律
及
び
佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規 

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
佐

賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
佐
賀
県
規

則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
認
定
基
準
」
を
「
認
定
要
件
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
」
を
「
佐
賀
県
に

お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
」
を
「
第
三
項
の
認
定
に
係
る
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
、
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
と
が
協
議
し
て
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
と
厚
生
労
働
大

臣
と
が
協
議
し
て
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
第
九
条
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
子
ど
も
達

の
自
然
及
び
生
き
物
並
び
に
食
べ
物
へ
の
」
を
「
自
然
、
生
き
物
及
び
食
べ
物
に
対
す
る
子
ど
も

1



 

達
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
講
演
会
」
の
下
に
「
の
開
催
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
一
号
中 

「
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
 

      

様
式
第
四
号
中 

「
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

「
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

７
 
保
育
者
の
資
質
向
上
等
に
関
す
る
計
画
 

８
 
子
育
て
支
援
の
実
施
計
画
 

９
 
開
園
日
数
及
び
開
園
時
間
並
び
に
そ
れ
ら
の
理
由
が
わ
か
る
書
類
 

1
0
 
食
育
推
進
計
画
 

７
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
保
育
の
実
施
計
画
 

８
 
子
ど
も
及
び
職
員
に
対
す
る
環
境
教
育
の
実
施
計
画
 

９
 
保
育
者
の
資
質
向
上
等
に
関
す
る
計
画
 

1
0
 
子
育
て
支
援
の
実
施
計
画
 

1
1
 
開
園
日
数
及
び
開
園
時
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
理
由
が
わ
か
る
書
類
 

1
2
 
食
育
推
進
計
画
 

1
3
 
情
報
の
開
示
方
法
が
確
認
で
き
る
書
類
 

1
4
 
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
補
償
体
制
が
確
認
で
き
る
書
類
 

を に
改
め
る
。 

４
 
保
育
者
の
資
質
向
上
等
の
実
施
状
況
 

５
 
子
育
て
支
援
の
実
施
状
況
 

６
 
食
育
推
進
計
画
の
実
施
状
況
 

７
 
情
報
の
開
示
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
 

８
 
入
園
す
る
子
ど
も
の
選
考
方
法
及
び
受
入
れ
に
つ
い
て
の
配
慮
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
 

９
 
自
己
評
価
、
外
部
評
価
等
の
評
価
実
施
状
況
及
び
評
価
結
果
の
活
用
方
法
が
確
認
で
き
る
書

類
 

を

４
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
保
育
の
実
施
状
況
 

５
 
子
ど
も
及
び
職
員
に
対
す
る
環
境
教
育
の
実
施
状
況
 

６
 
保
育
者
の
資
質
向
上
等
の
実
施
状
況
 

７
 
子
育
て
支
援
の
実
施
状
況
 

８
 
食
育
推
進
計
画
の
実
施
状
況
 

９
 
情
報
の
開
示
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
 

1
0
 
入
園
す
る
子
ど
も
の
選
考
方
法
及
び
受
入
れ
に
つ
い
て
の
配
慮
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
 

1
1
 
自
己
評
価
、
外
部
評
価
等
の
実
施
状
況
及
び
こ
れ
ら
の
結
果
の
活
用
方
法
が
確
認
で
き
る
書

類
 

に

1
1
 
情
報
の
開
示
方
法
が
確
認
で
き
る
書
類
 

1
2
 
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
補
償
体
制
が
確
認
で
き
る
書
類
 

」 」
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改
め
る
。 附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
四
号
の
改
正
規

定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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